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9月定例会は8/29から10/8日まで開催され、すべての市長提出議案は可決されました。令和６年度決算審
査では、委員による活発な議論が行われ、予算が適切に執行されていることが確認された結果、決算は「認
定」されました。

決算審査を行う「決算特別委員会」は３つの分科会（建
設公営企業・民生文教・総務）で構成されています。
（福井みな子は建設公営企業分科会の座長を務めました）

決算特別委員会

建設公営企業分科会

民生文教分科会

総務分科会

いでしょう。
引き続き、経営強化プランに基づく改善を進め、

持続可能な経営体制の構築を目指すことが求めら
れます。また、血液内科・腫瘍内科・緩和ケア内科
の強みを生かし、専門診療や地域医療への貢献
を広く周知する戦略的広報への注力を要望しまし
た。
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市立芦屋病院の今後に向けて

建設公営企業分科会

一般会計の歳入は482億125万円、歳出は461億6,935万6千円となりました。歳入歳出差引額20億
３,189万4千円から翌年度への繰越財源2億5,934万2千円を除いた実質収支は17億7,255万2千円
で、前年度比4.5%増の黒字となりました。

歳入の柱である、市税収入は260億1,267万円で全体の54％を占め、前年度から17億5,477万円の
増加となりました。主な要因は株式譲渡所得の増加等の個人市民税の増加で、4年連続の増収です。

    公立病院の経営状況が全国的に困難に陥るな
か、市立芦屋病院も令和６年度の純損失が6億
2,230万円、未処理欠損金が126億7,362万円に
達するなど厳しい状況にあります。これは、診療報
酬改定やコロナ禍における受療行動の変化等によ
る患者数の減少、人件費の上昇や物価高騰によ
る経費増大など、外的要因によるところが大きいと
考えられます。
　 赤字経営が常態化すれば、民間企業なら倒産
に追い込まれることでしょう。今まで市立芦屋病院
は市民の命と安心を守る砦として大きな役割を担
ってきました。しかし、今後も赤字が続き、経営の
健全化が見通せない場合には、病院運営の在り
方そのものを見直さなければいけないと考えます。
市が病院を持ち続けることが最善なのかどうかを
含め、抜本的な検討も視野に入れなければならな

で取り上げた意見・要望
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〈Profile〉H23年芦屋市議会議員初当選 H30年市議会副議長 R元年監査委員 R2年･3年総務常任委員長 R5年4期目当選 R7年建設公営企業常任委員長

質問① 本市における近年の自
転車事故発生状況について問う。
答 弁 本市では、令和6年に

251件の人身事故が発生してお

り、そのうち自転車関係の事故は
87件で、約34.7%を占めている。

(件数は、前年に比べ7件増加)

敬老会に出席
しました

芦屋ハイランド
地蔵盆・夏祭り

質問① 全庁的な体制下における、各部
局・課での業務点検方法を問う。

答 弁 現行の業務点検は、芦屋市内部
統制基本方針に沿って実施している。まず
年度初めに、課長級職員がリスク評価シー

トを作成し、想定される事
務処理誤りなどのリスクを
洗い出してその対応策を整
備している。

一 般 質 問

内部統制とは
住民福祉の向上という目的のもと、法令を遵守しつつ業務上のリスクを把握・管理し、適正な執行を図る仕組みです。

質問② 内部統制の整備義務を踏まえ、リスクの予防や危機対応
に向けて今後どのように取り組むのか問う。

答 弁 年度末にはリスクへの対応策に不備がなかったか、自己評
価を行っている。リスク評価シートは毎年作成するが、「過去経験」と言
う欄を設け、過去に起きた誤りが繰り返されることのないよう再確認し
ている。今後も内部統制評価部局において、リスク評価シートの記載
内容を評価し、実際に発生したリスクを回避するために、対応策の見
直しを促していく。また定期的なモニタリングを実施することで職員一
人ひとりが適正に業務を遂行するよう全庁をあげて取り組んでいく。

自転車利用者の「青切符制度(交通反則通告制度)」とは？
令和 8年 4月から導入される、16歳以上が対象の制度。「ながらスマホ」「信号無視」「一時不停止」など
の軽微な違反は、反則金を納付すれば、刑事罰を免れます。一方、「飲酒運転」や「悪質な妨害運転」
などの重大違反は、従来どおり赤切符が交付され、刑事処分の対象となります。

兵庫県では自転車事故が高水準で推移し、自転車対歩行者事故も増加しています。
令和8年4月からは「青切符」による取り締まりが導入されるため、法制度の効果を高める

には市民へのルール周知と意識啓発が重要です。また、事故防止に向けては、尼崎市の取り組みを参考に、市内
の自転車事故発生地点を地図で可視化する「自転車関連事故マップ」を市ホームページで公開し、危険箇所の注
意喚起や交通安全啓発に活用すべきと要望しました。

本市では令和4年11月に「芦屋市内部統制基本方針」を策定し、財務事務や文書
管理などの体制を整備しました。しかし近年、行政事務の不備や

公金に関わる重大な事案が相次ぎ、市民の信頼を損ねかねない状況です。ヒューマン
エラーはゼロにはできませんが、「誰の責任か」ではなく「どのように防げたか」を検証し、
内部統制の実効性を高めて再発防止を図る姿勢が重要です。
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内部統制について ～ 内部統制とリスク管理の強化 ～

自転車の事故防止に向けてて ～ 自転車への青切符導入 ～～

敬老会に出席芦屋ハイランド

策定し、財務事務や文書
不備や

～～

「一般質問」は、市民が抱える課題の解決に向けて議員が執行部に働きかける、重要な議会活

動の一つです。今回は以下の2項目に加え、「災害への備え」について取り上げ、防災総合訓

練のあり方や災害協定の定期的な見直しについて質問しました。

質問② 令和8年4月から施行される「自転車の交通反則通告制度」につい
て今後どのように市民に周知していくのか。
答 弁 令和8年4月から施行される自転車の「交通反則通告制度」いわ

ゆる「青切符制度」の施行に伴い、警察は重点的に自転車の取り締りを行うと
想定される。本市としても例年実施している交通安全教室や四季の交通安
全運動期間における街頭啓発等に加え、広報あしやでの周知を行う等、引き
続き芦屋警察署等と連携しながら市民への周知に取り組んでいく。
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